
Ｒ７ 県公立学校教頭会との意見交換会 

学校企画課 

２ 教頭担任の解消について Ⅱ－１－（１） 

質問 

・ 

意見 

多くの学校が本来の配当数どおりの常勤教育職員配置が困難な状況の中、緊急対応非
常勤講師や緊急校務支援員の配置をいただいていることや、職務内容の拡充を行ってい
ただいていることには大変感謝しております。 

一方で、担任の常勤教育職員が産育休や長期の病休等を取得する場合、その代わりと
なる常勤講師が見つからない場合は、非常勤講師は学級担任にはなれないため、校内の
教育職員で担任を交代する必要があります。その際、すでに担任以外の教育職員が非常
勤講師である場合は、教頭が担任を兼務せざるを得なくなります。実際、県教頭会要請
部の調査によれば、７月時点で少なくとも県内７校の小学校（定数による条件校を５校
を除く）で教頭が担任を兼務している状況です。また、年度途中からの私傷病休暇者、
産育休の取得者増加に伴い、現在は７月時点よりも教頭担任が増加していると思われま
す。 

保護者や地域対応、各種調査依頼への回答、人材育成等、教頭の業務は多岐にわたっ
ており、校長が安定した学校経営を行うためには、時間と労力を費やしてその業務に取
り組み、学校の基盤を支える必要があります。その中で、教頭が担任業務を行うことは、
教頭個人の負担を大きくするだけでなく、学校全体の安定を失うことになりかねません。 

教頭が担任業務を兼務することがないよう、休暇・休業等による補充者をできる限り
速やかに配置していただきますようお願いします。また、常勤講師の配置が困難な場合
には、教頭マネジメント支援員を増員いただくなど、教頭業務の負担軽減が図られるよ
うにご配慮いただきますようお願いします。 

回答 

教員不足により、多くの学校で常勤に代わり、非常勤講師を配置する状況が生じており、

教職員一人一人の業務量が増え、学校経営において苦慮されていることについて、十分に承

知し、申し訳なく思っています。また、お示しのとおり、このことによって、教頭が担任を

行わざるを得ないことも学校運営に大きな影響を与え、また、当該教頭に大きな負担を与え

ていることも心苦しく思っています。 

まず、９月１日現在の教員確保としましては、小・中学校で４月から新たに62名の教員欠

員が生じたことに対し、新たに69名の配置を行っております。年度途中においても、できる

ことはすべて行うというスタンスで引き続き、教員確保に取り組んでまいります。ただ、ご

指摘の通り、欠員や休暇者等の代替教員の状況により教頭が担任を行っている状況が生じ

ていることも把握しており、９月１日現在、それに該当する学校は18校にのぼります。 

 年度中途の早急でかつ確実な常勤講師の確保が難航する中、県教育委員会としては、教頭

の負担軽減として、教頭マネジメント支援員配置事業補助金を措置するなどの対応を進め

ています。各市町村教育委員会へは希望調査を行い、配置に向けての予算措置も含めた検討

を行ってもらっているところです。なお、来年度の予算額を増額要求中です。年度中途の場

合であっても、県としては予算の範囲内で支援員の配置ができるよう準備をしており、各校

で声をあげていただき、市町村教育委員会には、まず、県教育委員会へ相談をかけてほしい

と思います。 

また、令和６年度当初からは定年前再任用短時間制度を導入し、様々な職務内容に併せ、

管理職支援ができるようにしています。市町村教育委員会には兼務等も含めた積極的な活

用を行っていただけるよう助言するとともに、県教委としても引き続き、具体的な運用方法

を考えていきたいと思っています。 

 また、小学校における教科担任制の加配については、国も力を入れており、本県でも小学

校の専科指導の加配は、教科担任制加配を中心に前年比で約30ほど加配が増え、加配に伴

い、小規模校を中心とした兼務も増えている状況です。このことによって、教頭の授業時数

が減り、教頭業務の時間を割くことができるという声も聞いております。 

国に対しては、小中学校での諸課題が複雑化・困難化する中、教育の機会均等と水準の維

持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の対象となる教職員定数の総数（基礎定数及び

加配定数）を十分に確保することを要望しています。引き続き、人材の確保に努めるととも

に、働き方改革及び教員のサポート強化を図り、教頭の負担軽減を考えてまいります。 

 


